太田市金券加盟取扱店の皆様へ
 ○  金券は、額面５００円の一種類です。
 ○  金券の使用有効期限は、発行年度の翌年度の１２月３１日までです。
· 平成２２年４月１日発行分の金券から、デザインを変更し、換金期限を設けました。

換金期限は、金券に記載されています使用期限翌年の３月３１日までとなっておりますので、早めの換金をお願いします。
 ○　金券の使用は、その販売に際し、釣り銭の払い出しは必要ありません。
 ○　金券の換金は、加盟取扱店が毎月第２・第４水曜日午前９時から午後４時  　　（祝祭日の場合は翌日）に換金取扱所にて手続をしてください。
     その際、金券の裏面に住所等の記入をお願いします。
· 換金取扱所は、市役所（商業観光課）、各行政センター、南ふれあいセンタ
ー、強戸ふれあいセンターです。
· 換金取扱所は、加盟取扱店が持参した金券について、３部複写の受領書を作
成して、その１葉目を加盟取扱店に交付します。
　　 その後、太田市より、加盟取扱店指定の金融機関に口座振込をします。
· 平成２１年に発行しましたプレミアム金券につきましては、使用期限、換金期限とも

に過ぎておりますので、絶対にお取り扱いしないようお願いいたします。
